
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2475 号 
 
号 
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号 

 

2020.7～2021.6 
会   長 岩本洋子 
副 会 長 小川佳伸 
幹   事 宮田幹二 
雑誌･広報･会報委員長  

吉川秀樹 

 

週  報 

四つのテスト 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

国際ロータリー第 2660 地区 

 

 

第 2892 回例会 

 

創立 1959 年 6 月 16 日 

 

 

広めよう ロータリーの心 地域とともに 

令和 2 年 8 月 4 日 

 

2020～21 年度 
国際ロータリー会長 

ホルガー・クナーク 

(ロータリーは機会の扉を開く) 

RC 

事務局・例会場：〒560-0021 豊中市本町 3 丁目 1 番 16 号 ホテル アイボリー内         
TEL 06-6858-1551   FAX 06-6857-0011 
 例 会 日 時：毎週火曜日 12時 30分より  
事   務   局：10時～16時(土日祝を除く) 
ＨＰアドレス： w ww .s u n - i ne t. or .j p/ ~j tr c2 66 0/  

 メールアドレス：jtrc2660@sun-inet.or.jp 

 

☆会長の時間☆ 

 

「26年前のロータリーは、出席 100％！」 

2020-21年度 会長 岩本洋子 

私は平成 6年に日本で初めてできた女性が 8割在籍する女性中心クラブの「大阪そねざきロータリー

クラブ」に創立と同時に入会して、16年間ぐらいそのクラブにいました。例会場は梅田のヒルトンホテ

ルでした。 

平成 6年というのは、関西国際空港が開港した年で、今から 26年前になります。 

平成 6年頃のロータリーというのは、大層「出席」を厳しく言われました。 

例会を欠席するなら、その前後、一週間以内にどこか他のクラブの例会に行ってメイクアップをせよ、

というわけです。私は 40 代で多忙でしたが、梅田あたりのホテルで行われている他クラブの例会でメ

イクアップをして、「100％出席」になるよう走り回っておりました。 

その後、「出席」は徐々に緩和されてきて、クラブ協議会に出たらメイクアップになるとか、クラブ

の委員会に出席したらメイクアップになるとか、メイクアップ規定が緩められました。 

そしてついに昨年、2019年の国際ロータリーの規定審議会で、メイクアップは 1年内にすればよい、

というような規定改正がされたそうです。豊中ロータリーの今年度１年間の例会は 33回です。1年間の

例会が 33回としますと 33回分、例会、委員会、協議会などに出席して、1年間合計で 33回になればい

いという考え方だと思います。 

2660地区はこの決議に反対して独自路線をいく様子です。しかし、その後に発生したコロナ肺炎流行

に伴って例会を開催できないこともあることを考えると、1 年単位のメイクアップ方式も一考に値する

かもしれません。 

 

 

 

  

 
 
 

 

                           

     

 

 本 日 （ 8 月  4 日 ） の プ ロ グ ラ ム  
 

「私の留学生生活」  

 

豊中 RC 奨学生  Li Jiyao 
 

 
 

次 回 （ 8 月 1 1 日 ） の プ ロ グ ラ ム  

「子ども食堂について」  

居酒屋チェーン「楽八」代表取締役 

北森勝司様 
 

卓話担当：小川佳伸  

～クラブ奉仕フォーラム～  

 

mailto:jtrc2660@sun-inet.or.jp


例 会 出 席 報 告☆ 

                             

     第2891回 第2888回 

例 会 日   7月 28日 6月 23日 

① 会員数 A 38 38 

  （内出席免除者） 7 6 

② 出席義務者数  31 32 

③ 出席義務者出席数 23 24 

④ 出席免除者出席数  4 4 

⑤ メイクアップ数    4 

⑥ 出席義務者欠席数  8 8 

出席率 % 77.14% 88.89% 

出席率（前回）= ③+④／②+④ 出席率（前々 回々）= ③+④+⑤／②+④ 
 

○幹 事 報 告○ 

 

・国際ロータリー第 2660地区より 

「2020学年度米山奨学委員長・カウンセラー研修会の案
内」が届きました。 

「9/12(土)地区ロータリー財団セミナーの案内」が届きま
した。 

・「ハラスメントとみなされる行為事例とポスター」が届
きました。 

・8月のロータリーレートは、１ドル＝105円です。 

・〈公財〉大阪交通災害遺族会より 

「パンジーだより 324号」が届きました。 

 
✑ 掲 示 板 ✑ 
 
・第 2回定例理事会 
 日  時：8月 4日（火）  本日例会終了後 
 場  所：ホテルアイボリー例会場前 
・クラブ奉仕フォーラム 
 日  時：8月 11日（火）  例会終了後 
 場  所：ホテルアイボリー3F例会場 
 
 ※8月 18日（火）は定款により休会です。 
 
・青少年奉仕合同委員長会議 
 日  時：8月 22日（土）  13：30～16：30 
 場  所：大阪 YMCA国際文化センター2階 
・移動例会 
 日  時：8月 25日（火）  12：30～ 
 場  所：豊中市立文化芸術センター 

〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町 3-7-2 
TEL：06-6864-3901  

・職業奉仕委員長会議 
日  時：9月 5日（土）  13：00～15：30 

 場  所：大阪 YMCA国際文化センター 
・ロータリー財団セミナー 
日  時：9月 12日（土）  14：00～17：00 

 場  所：大阪 YMCA国際文化センター 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎副幹事・副 SAA当番◎ 
8 月副幹事      谷野 桂子 会員 
8 月副 SAA      原  和永 会員 

☆8月受付当番☆ 
チーフ：米田 眞会員 
8 月 4 日   矢野 昭会員、松本拓朗会員  
8月 11日   谷野桂子会員、平野和枝会員 

 7月 28日のニコニコ箱報告  

・松山、岩本、新旧会長にお世話になりました。 

                森本会員 

〇お知らせ〇 

・8月 20日（木）と 22日（土）に予定して 

おります情報集会の開催は保留いたします。 

 

 8 月のお祝い  

・皆出席 1年  原 和永 会員 

・入会記念日 

矢野  昭 会員   H. 8. 8.20 

   森本 博明 会員   H. 9. 8. 5 

  小寺 潤一 会員   H.11. 8. 3 

 福盛 康友 会員   H.12. 8. 1 

 小牧 義昭 会員   H.22. 8. 1 

・会員誕生日 

 都井 正剛 会員   S.26. 8.13 

 平野 和枝 会員      8.21 

・ご夫人誕生日 

 武枝会員  佳代子夫人   8.28 

 小川会員  曜支子夫人   8.24 

   

 

2019-20年度 新会員様 

  

 

吉川会員、平野

会員、南原会員 

これからもどう

ぞよろしくお願

いいたします。  

会長：岩本洋子   
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✑7月 28日の卓話✑ 

 

「コロナ禍での地域金融機関の役割」  

 

卓話担当：小牧義昭  

1.はじめに 

 新型コロナウイルス感染症拡大危機が突然やってきた。大阪府民は緊急事態を克服するため必死に自粛して耐えた。

「第 2 波」、「第 3 波」が押し寄せてくるかもしれないが、「新しい生活様式」を順守し、1 日も早い新型コロナウイ

ルス感染症の収束を期待したい。 

この未曾有の経済危機を克服するため、地域経済の担い手として、北おおさか信用金庫は真の地域金融機関として

の役割を果たさなければならない。 

 

2.金融機関ワンストップ手続き 

 手元資金を 1 日でも早く受け取ることができるように、顧客による市役所への認定作業、信用保証協会への保証

申込を金融機関で事前確認し代理申請を行う取組みが実施されている。たが、無借金経営で頑張ってこられた方が、

コロナ禍により当面の資金繰りに窮することになり、借入手続きが分からず途方に暮れる方がおられると思う。 

そこで、地元中小零細企業の「経済の命」の危機回避を信用金庫が役割を果たしたいと思っている。ワンステップ

手続きにより初めて借入する方にもスピーディに融資実行することと、各種補助金・助成金手続きのサポートが求め

られている。 

 

3.信用金庫の役割 

 信用金庫は利益を目的としていない協同組織である。利益第一主義ではなく、地域経済の利益が優先する信用金庫

が地域経済、事業者、個人の皆さまのお役に立つよう全力で取り組むべきである。目先の無利息融資の獲得競争に陥

ることのないよう信用金庫の理念を認識して活動すべき時である。 

 今回のような非常事態には事業者はスピード感のある融資実行を望んでいる。地域経済が低迷すると当金庫が衰退

すると考え、全力で地域の事業者支援に取り組んでいく覚悟である。 

 

4.アフターコロナ対応 

 新型コロナ感染症拡大により、多くの事業者が売上不振などにより多大な被害を受け、特に中小零細企業において

は、倒産・廃業・閉店など日々悪化しており、厳しい状況が続いている。 

 アフターコロナを見据えて、インバウンドではなく国内需要を喚起するビジネスサポートをするのも信用金庫の重

要な役割である。取引先が「3密」を避けるための様々なアイデア商品の開発、オンラインサービスの活用など新た

なビジネスチャンス実現のためビジネスマッチング等を活用し、新たな展開をサポートしたい。 

  

5.金融機関としての決断 

 A社は永年の取引先であるが、債務超過で毎期赤字を計上していた実質破綻先であった。直近ではインバウンド効

果で売上が増加し、事業に光明が見えかけたところのコロナ禍、インバウンド効果分が消失、資金繰りに窮して当金

庫に相談があった。早期回復が見込めないケースではあるが、インバウンド以外の国内需要を喚起する新たな再建計

画を A 社に求め、通常であればお断りする案件であったが、保証協会とプロパーにて支援することとした。苦渋の

選択であった。 

 

6.地域金融機関の取組み 

 20～30 代の若手職員がコロナ禍の間に単なる獲得競争に陥り、事業性評価をすることなく保証協会付無利息融資

を売り込むことのないようにしっかり指導したい。 

 

7.おわりに 

 金融検査マニュアルが廃止され、貸したいけれど引当を積む必要があることから貸せないという矛盾はなくなった。

よって、与信コストは金融機関の独自の判断で「腹をくくって」判断すべきであろう。幸い当金庫には先輩方が必死

の思いで蓄えていただいた内部留保もある。今こそ、株式会社ではない「信用金庫」が「地域」、「中小・零細事業者」、

「地域住民」のために「大胆に」、「すばやく」行動することで、戦後最大の危機を克服すべきであると思う。 

 

 

☆7月受付当番☆ 

 

 


